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議会改革推進ワーキンググループでの協議を踏まえた議会運営委員会での協議結果等 

 

① 議会改革について 

議会改革については、令和６年６月５日の議運において、議長から、前任期に引き続

き、議会改革を議運の具体的な検討課題として協議・検討していただきたい旨の提起が

なされ、議運の検討課題とすることを確認したものである。 

それを受け、同年６月12日の議運において、議会改革については、議運で協議・検討

の上、決定することとし、議運で協議するための素案等は議長が設置する任意組織「議

会改革推進ワーキンググループ（ＷＧ）」において作成すること、ＷＧに広報広聴、Ｉ

ＣＴ推進、議会運営の３つのグループを置くこととし、各グループは参加を希望する議

員並びに事務局職員をもって構成すること、グループの協議事項は議長から要請のあっ

た事項及びグループで協議することを確認した事項とすること、グループにおける協議

の進捗状況については、議長が議運に適宜報告することなど協議の在り方について確認

した。 

また、同年６月25日の議運では、議長から、広報広聴、ＩＣＴ推進、議会運営の各グ

ループのメンバーや今後の進め方等について報告がなされた。 

議運においては、各グループの協議結果等の報告を踏まえ、随時、協議を行っており、

その結果については③に記載のとおりである。 

 

② 議会改革推進ＷＧについて 

ア．概要 

区 分 内   容 

設置目的 

議会機能の充実・強化を図るため、議会改革の推進について協

議・検討の上、議運で協議するための素案等を作成し、議長に報告

する。 

構 成 

・ＷＧに「広報広聴」「ＩＣＴ推進」「議会運営」の３つのグル

ープを置く。 

・各グループは、参加を希望する議員（メンバー）並びに事務局

職員をもって構成する。 

・議員はいずれか一つのグループに参加することができる。 

・グループに、互選により長を置く。 

メ ン バ ー 

以外の出席 

・グループの長は必要があると認めるときは、メンバー以外の者

に参加を求め、意見を聞くことができる。 

任 期 ・メンバーの任期は、原則として議員の任期とする。 
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イメージ図  

協議事項 
・議長から要請のあった事項 

・グループにおいて協議することを確認した事項 

そ の 他 

・グループにおける協議に当たっては、あらかじめ協議期間を設定

するなど、スピード感を重視した運営に努めるものとする。 

・協議経過・結果等については、グループの長が議長に随時報告す

る。 

・議長は、グループにおける協議の進捗状況について、議運に適宜

報告する。 

・その他運営に関し必要な事項は、グループにおいて協議・決定す

る。 

・原則非公開とする。ただし、議員の傍聴は認める。 

 

 

③ 議会改革推進ワーキンググループでの協議を踏まえた議会運営委員会での協議結果 

  ア．広報広聴 

ⅰ．市議会独自のＳＮＳを活用した市議会の情報発信（※実施済） 

・令和６年８月28日の議運において、議長から、「グループにおいて、市公式Ｘ

に加え、市議会独自のフェイスブック及びインスタグラムを活用し、会期日程

や発言通告一覧表、質疑を行う議員の顔写真・氏名等に加え、市議会だより発

行や行政視察等の情報発信を行うことで意見がまとまった」との報告があり、

フェイスブック等で情報発信を行うことを確認し、同年第３回定例会から実施

した。 

 ⅱ. 市議会だよりの紙面見直し（※実施済） 

・令和７年４月28日の議運において、議長から、「グループにおいて、これまで、

市民の皆様に市議会だよりを手に取って読んでいただくための紙面見直しにつ

いて検討を進めてきたが、より読みやすい紙面とするため、現在、原則、縦書

きとなっているレイアウトを横書きとし、文字サイズを変更するとともに、文

字量を削減し、代わりに写真等の掲載量を増やすこと、また、二次元コードに

ついて、代表質疑においては各会派別に、個人質疑においては各質疑日別に、

新たに二次元コードを掲載することで意見がまとまった」との報告があり、市

議会だよりの紙面を見直すことを確認し、同年８月１日発行分から実施した。 

 ⅲ. こども市議会の開催（※実施済） 

・令和７年６月24日の議運において、議長から、「グループにおいて主権者教育

の一環として、市議会の役割や仕組みの学習、議員との交流等を行う『こども
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市議会探検』を実施してはどうかということで意見がまとまった」との報告が

あり、同グループから実施要領（案）が示され、同年８月６日及び８日に「令

和７年度 こども市議会探検「市議会に行ってみよう！」を実施することを確

認し、同日に実施した。 

 

イ．議会運営 

ⅰ．政務活動費（事務補助員に係る経費）の取扱いの見直し（※実施済） 

   ・令和６年10月30日の議運において、議長から、「政務活動費（事務補助員に係る

経費）の取扱いについて、見直しの具体的な方向性がまとまった」との報告が

あり、補助加算額の算出基準（算出基礎）、補助加算額の算出基準（交付対象

人数）及び補助加算額の月額上限の見直しについて確認した。 

   ・７年２月18日の議運において、政務活動費の交付に関する条例及び同条例第３条

第１項に定める交付額のうち、市長が別に定める基準の一部改正の新旧対照表

について提起がなされた。 

   ・同年２月28日の議運において、政務活動費の交付に関する条例等については、新

旧対照表のとおり改正することを確認し、同条例第３条第１項に定める交付額

のうち市長が別に定める基準については、同年４月１日から施行することを決

定した。 

   ・同年３月18日の議運において、政務活動費の交付に関する条例の一部改正議案の

取扱いについて協議し、議運所属議員全員の発議により、３月21日の本会議で

提出者説明及び委員会付託を省略の上、簡易表決とすることを確認した。（３

月21日原案可決） 

ⅱ．タブレット端末の活用策（パネル類のデータ掲載）（※実施済） 

   ・令和７年４月28日の議運において、議長から、「グループにおいては、ＩＣＴ推

進グループの協議・検討結果を受け、タブレット端末の活用策（パネル類のデ

ータ掲載）について、実施時期やタブレット端末へのデータ掲載までのフロー

など詳細な運用方法を整理した」との報告があり、同年５月９日の議運におい

て、同年第２回定例会から実施することとし、「本会議におけるパネル類の使

用に関する申合せ」を新たに制定することを決定した。 

 ⅲ．委員会傍聴許可の確認方法の変更（※実施済） 

   ・令和７年６月４日の議運において、議長から、「グループにおいては、委員会傍

聴許可の確認方法について、議会タブレットを活用して氏名・住所等を読み上げ

ることなく確認を行い、許可を諮る取扱いへ変更することで意見がまとまった」

との報告があり、同年６月11日の議運において、同年第２回定例会の常任委員会

から運用を開始することを決定した。 

 

ⅳ．陳情の取扱いの見直し（※実施済） 

   ・令和７年12月３日の議運において、議長から、「グループにおいては、陳情の取

扱いに関して、委員会付託に適さないと判断されるもの（※）について整理し、
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明文化することで意見がまとまった」との報告があり、同年12月17日の議運に

おいて、「陳情取扱要綱」を一部改正し、令和８年第１回定例会において取扱

いを協議する陳情から適用することを決定した。 

    ※市外に住所を有する者から提出されたもの、個人・団体を誹謗中傷するもの、

市の所管外のものでかつ市の事務と関連のないもの、係争中の案件に関するも

のなど10項目 

 


